
 

様式第１（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

令和５年４月１日作成 

個人情報ファイルの名称 軽自動車税種別割納税義務発生・消滅申告書 

市の機関の名称 稲沢市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
総務部課税課税制グループ 

個人情報ファイルの利用目的 軽自動車税を賦課するために利用する。 

記録項目 

1車両情報、2納税義務者氏名、3納税義務者住所、4納税義務

者生年月日、5納税義務者電話番号、6所有者氏名、7所有者住

所、8使用者氏名、9使用者住所、10旧所有者氏名、11旧所有

者住所、12旧使用者氏名、13旧使用者住所、14申告者氏名、

15申告者住所、16申告者電話番号 

記録範囲 
軽自動車税納税義務者、軽自動車の所有者及び使用者、軽自動

車の旧所有者及び旧使用者、申告者 

記録情報の収集方法 本人 

記録情報の経常的提供先 - 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）稲沢市役所総務部課税課 

（所在地）稲沢市稲府町１ 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 

地方税法第 463 条の 19 第 1 項に基づき修正事項がある場合、

申告書又は報告書の提出が必要となる。 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

備   考 - 

 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 



 

様式第１（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

令和５年４月１日作成 

個人情報ファイルの名称 軽自動車税マスタ 

市の機関の名称 稲沢市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
総務部課税課税制グループ 

個人情報ファイルの利用目的 軽自動車税を賦課するために利用する。 

記録項目 

1車両情報、2納税義務者氏名、3納税義務者住所、4納税義務

者生年月日、5納税義務者電話番号、6所有者氏名、7所有者住

所、8使用者氏名、9使用者住所 

記録範囲 軽自動車税納税義務者、軽自動車の所有者及び使用者 

記録情報の収集方法 本人 

記録情報の経常的提供先 - 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）稲沢市役所総務部課税課 

（所在地）稲沢市稲府町１ 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
- 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

備   考 - 

 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 

 



 

様式第１（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

令和５年４月１日作成 

個人情報ファイルの名称 軽自動車検査情報 

市の機関の名称 稲沢市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
総務部課税課税制グループ 

個人情報ファイルの利用目的 軽自動車税を賦課するために利用する。 

記録項目 

1車両情報、2所有者氏名、3所有者住所、4使用者氏名、5使

用者住所 

記録範囲 車両の所有者及び使用者 

記録情報の収集方法 地方税共同機構より提供 

記録情報の経常的提供先 - 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）稲沢市役所総務部課税課 

（所在地）稲沢市稲府町１ 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
- 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

備   考 - 

 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 

 



 

様式第１（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

令和５年４月１日作成 

個人情報ファイルの名称 個人市県民税基本台帳兼申告書 

市の機関の名称 稲沢市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
総務部課税課市民税グループ 

個人情報ファイルの利用目的 市県民税を賦課するために利用する。 

記録項目 

１個人番号、２整理番号、３氏名、４性別、５生年月日・年齢、

６住所、７電話番号、８続柄、９家族状況、１０婚姻歴、１１

親族関係、１２居住状況、１３職業・職歴、１４学業・学歴、

１５収入状況、１６課税状況、１７公的扶助、１８社会的身分、

１９心身の機能の障害 

記録範囲 稲沢市内に住所を有する個人 

記録情報の収集方法 

本人、給与の支払をする者、公的年金等の支払をする者、市の

機関内（福祉課、高齢介護課、国保年金課）からの申告及び報

告による。 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）稲沢市役所総務部課税課 

（所在地）稲沢市稲府町１ 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

備   考 － 

 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 

 



 

様式第１（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

令和５年４月１日作成 

個人情報ファイルの名称 個人市県民税マスター（普通徴収及び特別徴収） 

市の機関の名称 稲沢市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
総務部課税課市民税グループ 

個人情報ファイルの利用目的 市県民税を賦課するために利用する。 

記録項目 

１個人番号、２整理番号、３氏名、４性別、５生年月日・年齢、

６住所、７続柄、８家族状況、９婚姻歴、１０居住状況、１１

収入状況、１２課税状況、１３心身の機能の障害 

記録範囲 稲沢市内に住所を有する個人 

記録情報の収集方法 
本人、給与の支払をする者、公的年金等の支払をする者、市の

機関内（市民課）からの申告及び報告による。 

記録情報の経常的提供先 情報ネットワークシステム接続機関 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）稲沢市役所総務部課税課 

（所在地）稲沢市稲府町１ 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

備   考 － 

 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 

 



 

様式第１（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

令和５年４月１日作成 

個人情報ファイルの名称 住民登録外マスター 

市の機関の名称 稲沢市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
総務部課税課市民税グループ 

個人情報ファイルの利用目的 住民登録外の納税義務者等の管理をするために利用する。 

記録項目 
１個人番号、２整理番号、３氏名、４性別、５生年月日・年齢、

６住所、７電話番号、８国籍・本籍、９続柄、１０居住状況 

記録範囲 住民登録外の納税義務者等 

記録情報の収集方法 

本人、国及び独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政

法人、市の機関内（財政課、収納課、福祉課、高齢介護課、国

保年金課、子育て支援課、保育課、建築課、下水道課）からの

申告及び報告による。 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）稲沢市役所総務部課税課 

（所在地）稲沢市稲府町１ 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

備   考 － 

 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 



 

様式第１（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

令和５年４月１日作成 

個人情報ファイルの名称 法人市民税基本台帳兼申告書 

市の機関の名称 稲沢市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
総務部課税課市民税グループ 

個人情報ファイルの利用目的 法人市民税を賦課するために利用する。 

記録項目 

１法人番号、２整理番号、３法人名、４所在地、５電話番号、

６代表者、７資本金等、８従業員数、９県税番号、１０利用者

ＩＤ、１１異動履歴、１２登記事業種目、１４均等割区分、１

５事業年度、１６税率区分、１７決算月、１８仮決算区分、１

９送付区分、２０分割区分、２１組織区分、２２法人各区分、

２３連結法人区分、２４連結加入離脱日、２５休業区分、２６

休業期間、２７申告期限延長月、２８主要法人区分、２９異動

日、３０宛先情報、３１支店情報、３２課税状況 

記録範囲 稲沢市内に事業所をもつ法人 

記録情報の収集方法 該当法人からの申出および申告による。 

記録情報の経常的提供先 - 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）稲沢市役所総務部課税課 

（所在地）稲沢市稲府町１ 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
- 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

備   考 - 

 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 



 

様式第１（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

令和 5年 1月 26日作成 

個人情報ファイルの名称 法人市民税マスター 

市の機関の名称 稲沢市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
総務部課税課市民税グループ 

個人情報ファイルの利用目的 法人市民税を賦課するために利用する。 

記録項目 

１法人番号、２整理番号、３法人名、４所在地、５電話番号、

６代表者、７資本金等、８従業員数、９県税番号、１０利用者

ＩＤ、１１異動履歴、１２登記事業種目、１４均等割区分、１

５事業年度、１６税率区分、１７決算月、１８仮決算区分、１

９送付区分、２０分割区分、２１組織区分、２２法人各区分、

２３連結法人区分、２４連結加入離脱日、２５休業区分、２６

休業期間、２７申告期限延長月、２８主要法人区分、２９異動

日、３０宛先情報、３１支店情報、３２課税状況 

記録範囲 稲沢市内に事業所をもつ法人 

記録情報の収集方法 該当法人からの申出および申告による。 

記録情報の経常的提供先 地方税ポータルシステム 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）稲沢市役所総務部課税課 

（所在地）稲沢市稲府町１ 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
- 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

備   考 - 

 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 



 

様式第１（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

令和５年４月１日作成 

個人情報ファイルの名称 固定資産税マスター（土地・家屋・償却資産） 

市の機関の名称 稲沢市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
総務部課税課土地・家屋グループ 

個人情報ファイルの利用目的 固定資産税・都市計画税を賦課するために利用する。 

記録項目 

1 個人番号、2 整理番号、3 所有者氏名又は名称、4 所有者住

所、5 納税義務者氏名又は名称、6 納税義務者住所、7 土地情

報、8家屋情報、9償却資産情報 

記録範囲 土地・家屋・償却資産の所有者及び納税義務者 

記録情報の収集方法 本人、登記所（管轄の法務局）、県税事務所 

記録情報の経常的提供先 登記所（管轄の法務局）、県税事務所 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）稲沢市役所総務部課税課 

（所在地）稲沢市稲府町１番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
- 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

備   考 - 

 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 

 



 

様式第１（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

令和５年４月１日作成 

個人情報ファイルの名称 相続人代表者指定届（兼固定資産現所有者申告書） 

市の機関の名称 稲沢市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
総務部課税課家屋グループ 

個人情報ファイルの利用目的 固定資産税・都市計画税を賦課するために利用する 

記録項目 

1整理番号、2被相続人住所、3被相続人氏名、4被相続人死亡

年月日、5相続人住所、6相続人氏名、7続柄、8相続人生年月

日、9相続人電話番号 

記録範囲 
固定資産の所有者及び納税義務者、所有者及び納税義務者の相

続人 

記録情報の収集方法 本人 

記録情報の経常的提供先 - 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）稲沢市役所総務部課税課 

（所在地）稲沢市稲府町１ 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
- 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☐法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

備   考 - 

 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 

 


